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大阪大学運営方針会議（令和 7 年度 第 4 回）議事要旨 

 
日 時 令和 7 年 11 月 20 日（水）10 時 00 分～10 時 58 分 
 
場 所 オンライン会議 
     
出席者 井野瀬委員（議長） 

熊ノ郷総長 
ビール、大石、永井、安浦、藤尾、田中 各委員 

書面による議決権行使者 津賀委員 
（陪席者）尾上、井上 各理事 
     野々村医学部附属病院長 
 

議事に先立ち、井野瀬議長から、国立大学法人大阪大学運営方針会議運営規則第 8 条に基

づき、津賀委員が書面にて議決権を行使する旨報告があるとともに、前回（令和 7 年 9 月 24
日開催）の議事要旨について、内容を確定した旨報告があった。 
 

議   事 
 
1 医学部附属病院の経営状況について 

9 月の運営方針会議の時に出された委員意見への対応として、熊ノ郷総長及び野々村医学

部附属病院長から、配付資料に基づき報告があった。 
本議題に係る学外委員からの主な意見は次のとおり。 

○ 「大学病院の経営とは何か」が問われているということであり、理想の医療と現実との

バランスを取ること、このバランスのうえで「何を優先するか」を思考できる人材育成等

が求められている。 
○ 高度医療を担う大学病院の使命を踏まえつつ、地域医療における役割分担・機能分化に

ついても検討していく必要がある。 
○ 自由診療の部分にインバウンドをどう取り込めるかという点も検討していく必要がある。 
○ 直接的な病院経営のみならず、日本人の死生観に関する国全体での議論もまた必要であ

る。 
 
2 ノーベル賞受賞について 

熊ノ郷議長から、坂口志文特別栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞したことについ

て報告があった。 
 

3 国際卓越研究大学の認定等に関する審査状況について 
熊ノ郷総長から、配付資料に基づき報告があった。 

 
4 大阪大学第 4 期中期計画の変更について 
 熊ノ郷総長及び井上理事から、配付資料に基づき説明があり、審議の結果、これを決議し

た。 
 （以 上） 


